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研究要旨 

新規医療技術の評価及び既存医療技術の再評価については、診療報酬における医療技術（医師等によ

る手技等）の適正な評価の観点から、２年に 1度の診療報酬改定毎に学会等から提出された医療技術評

価・再評価提案書（以下「提案書」という。）に基づき、医療技術評価分科会（以下、「分科会」という。）

において、中央社会保険医療協議会（以下、「中医協」という。）総会へ報告が行なわれてきた。具体的

には、診療報酬改定の度に約 1000件程度の提案書が提出され、150から 400件程度が新規医療技術とし

て保険適用されている。 

しかしながら、既存医療技術の再評価については、十分に実施されておらず、中医協総会においても

指摘されており、中立的かつ専門的な観点から適切に議論されるよう、具体的な評価方法を検討するこ

とが必要とされている。医療技術の再評価を恒久的に行うためには、薬価や保険医療材料と同様、スク

リーニング基準を策定し、スクリーニングに該当した技術を精査するとともに、その基準を適時更新し

ていくことが望ましいとされる。

他方、近年では国民皆保険制度を有する日本の保険診療の悉皆調査に利用されている情報として、厚

生労働省において高齢者の医療確保に関する法律に基づき、匿名化されたレセプト情報と特定健康診

査・特定保健指導情報を全国の医療機関等から収集することで構築されるビッグ・データとして、レセ

プト情報・特定健診等情報データベース（以下、「NDB」という。）というものが存在する。 

そこで本研究は、保険収掲されている医療技術の再評価方法を策定するための研究として、初年度は

放射線治療の分野において算定されていない項目で確実性の検証は必要であるものの、画像検査はアナ

ログからデジタルへの移行に伴い臨床の現場で利用されなくなった医療技術であったというヒアリン

グ結果を得た。次年度にあたる本年度は抽出幅を拡げて臨床検査の側面からヒアリングを行い、恒常的

かつ広域的な手法として医療技術再評価の策定規準案を提示することとし、医科診療行為マスタと NDB

オープンデータを突合した結果を踏まえて、保険収載されている医療技術に関し削除項目として提案す

るにあたりどのような基準をもって行っているかについてヒアリングを実施した。

その結果、①検査/測定する際に使用する体外診断用医薬品が製造販売終了等でなくなり、今後も開

発の見込みがない項目の中で、臨床的な意義/有用性がほとんどないと考えられる項目、②有用な検査

法が開発されるなど他の検査法に代替もしくは集約等されることにより、その検査法自身は医療現場に

おいては既に実施されなくなっており、臨床的な意義/有用性がほとんどないと考えらえる項目、③診

療報酬点数表での算定留意事項等の記載内容が重複しているため、記載整備的な観点から不要と考えら

れる項目の３種類に分類できることが分かった。 

NDB オープンデータと医科診療行為マスタを用い、医科診療行為マスタに存在しているのに NDB オー

プンデータに存在しない、もしくは算定件数が大きく減った項目や少ない項目等を抽出し実態を把握す

る方法が医療技術の再評価を行うための一つの指標として有効であり、項目の関連団体の協力を得て医

療技術の再評価策定規準案を提示する仕組みは、恒常的かつ広域的な手法として有効であることを示し

た。 
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Ａ. 研究目的 

【背景】 
新規医療技術の評価及び既存医療技術の

再評価については、診療報酬における医療

技術（医師等による手技等）の適正な評価

の観点から、２年に 1 度の診療報酬改定毎

に学会等から提出された医療技術評価・再

評価提案書（以下「提案書」という。）に基

づき、医療技術評価分科会（以下、「分科会」

という。）において、中央社会保険医療協議

会（以下、「中医協」という。）総会へ報告が

行なわれてきた。 

具体的には、診療報酬改定の度に約 1000

件程度の提案書が提出され、150～400件程

度が新規医療技術として保険適用されてい

る。 

しかしながら、既存医療技術の再評価に

ついては、十分に実施されておらず、中医

協総会においても指摘されており、中立的

かつ専門的な観点から適切に議論されるよ

う、具体的な評価方法を検討することが必

要とされている。 

医療保険の財政状況を踏まえ、薬価につ

いては薬価専門部会にて薬価の再算定を議

論・実施し、保険医療材料については保険

医療材料専門部会にて外国価格調整や再算

定を議論・実施してきた。 

医療技術の再評価を恒久的に行うために

は、薬価や保険医療材料と同様、スクリー

ニング基準を策定し、スクリーニングに該

当した技術を精査するとともに、その基準

を適時更新していくことが望ましいとされ

る。 

他方、近年では国民皆保険制度を有する

日本の保険診療の悉皆調査に利用されてい

る情報として、厚生労働省において高齢者

の医療確保に関する法律に基づき、匿名化

されたレセプト情報と特定健康診査・特定

保健指導情報を全国の医療機関等から収集

することで構築されるビッグ・データとし

て、レセプト情報・特定健診等情報データ

ベース（以下、「NDB」という。）というもの

が存在する。 

そこで本研究は、保険収掲されている医

療技術の再評価方法を策定するための研究

として、初年度は放射線治療の分野として

医科診療報酬の E 画像診断と M放射線治療

を対象とし、医科診療行為マスタ（平成 31

年度, 令和 2年度分）に存在しているのに

NDB オープンデータに存在しなかった項目

を抽出し、関連する職能団体の協力を得る

ことで医療技術の再評価の可能性について

検討した。その結果、算定されていない項

目において確実性の検証は必要であるもの

の、画像検査についてはアナログからデジ

タルへの移行に伴い臨床の現場で利用され

なくなった医療技術であったというヒアリ

ング結果に至った。 

 

【目的】 

総括研究の目的は、保険収掲されている

医療技術再評価の策定規準を構築すること

にある。 

NDB オープンデータの結果は多岐にわた

る。その中には、算定されていない項目の

他、算定件数が大きく減った項目や 10件未

満の算定に限られている項目等も多数存在

し、その実態は不明瞭となっている。 

本分担研究において次年度にあたる令和

５年度では、これら抽出幅を広げた実態も

検証対象に含めて臨床検査の側面からヒア

リングを行い、恒常的かつ広域的な手法と

して医療技術再評価の策定規準案を提示す

ることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 以下の条件下の情報を提示の上で、既に

保険収載されている医療技術として削除検

討の俎上にあげる基準を提案するにあたり、

患者データに基づかないその分野を担当す

る関係者のご意見について、関連する団体

へのヒアリングを実施した。 

 平成 17 年から令和２年を対象期間と

し、ヒアリング対象団体より廃止又は

減点すべき項目として提案された臨床

検査関連項目 
 平成 26 から令和２年を対象期間とし、

医科診療行為マスタと NDB オープンデ

ータを突合した結果、臨床検査の分野

として医科診療報酬の D 検査と N病理

診断において、一度でも年間実施数が

200 件以下となった臨床検査関連項目

で、かつ令和２年度が 500 件以下とな
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った項目 
 

＜ヒアリング対象＞ 

・一般社団法人 日本臨床検査振興協議会 

診療報酬改定小委員会（委員長 東條尚子

氏） 

・一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

診療報酬委員会（委員長 益田泰蔵氏） 

  

＜研究協力団体＞ 

・一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 

Ｃ. 研究結果 

１．平成 18 年度から平成 26 年度までの

診療報酬改定において、日本臨床検査医

学会あるいは日本臨床検査専門医会より、

廃止又は減点が提案された項目 

 

  

検証対象とする期間において日本臨床検

査医学会あるいは日本臨床検査専門医会よ

り廃止又は減点が提案された項目は、平成

18年度 11件、平成 20年度 7件、平成 22年

度 11 件、平成 24 年度 11 件、平成 26 年度

12件で、重複を除き計 41項目であった。具

体的な診療行為の項目は資料１に記載する。 

なお、日本臨床検査医学会ならびに日本

臨床検査専門医会は検体検査、生体検査、

検体採取料、医学管理料など検査に関連す

る提案を行っているが、平成 18 年度から平

成 26 年度の間で検体検査以外の廃止又は

減点の提案は行っていない。 

 

２．医科診療行為マスタと NDB オープン

データを突合した結果 

 

令和２年度における医科診療行為の D 検

査は 1556項目、N 病理診断は 40項目が存

在している。うち、以下の条件下で項目の

抽出を行った。 

１）平成 26 年から令和２年度までに D 検

1 削除については、項目自体が廃止されて

いる場合の他、「処理が容易なもの」等の

査、N 病理診断から削除された項目 1 

 

D 検査で 38項目、N 病理診断で１項目で

あった。D 検査の内訳は、検体検査料が 34

項目、生体検査料が４項目であった。具体

的な診療行為の項目は資料２に記載する。 

２）平成 26 年から令和２年度までに D 検

査、N 病理診断で年間実施件数が 200件以

下となったことがあり、令和２年度が 500

件以下である項目 

令和２年度に年間実施件数０件の項目は

計５項目であり、内訳は D 検査の生体検査

料５項目であった。 

令和２年度に年間実施件数１から９件の

項目は、計 42項目であり、内訳は D 検査の

検体検査料 18 項目、生体検査料 24 項目で

あった。 

令和２年度に年間実施件数 10 から 49 件

の項目は計 57 項目であり、内訳は D 検査

の検体検査料 33項目、生体検査料 19項目、

診断穿刺・検体検査料３項目、N 病理診断

の２項目であった。 

令和２年度に年間実施件数 50 から 99 件

の項目は計 28 項目であり、内訳は D 検査

の検体検査料 17 項目、生体検査料６項目、

診断穿刺・検体検査料４項目、N 病理診断

の１項目であった。 

令和２年度に年間実施件数 100 から 199

件の項目は計 37 項目であり、内訳は D 検

査の検体検査料 17 項目、生体検査料 14 項

目、診断穿刺・検体検査料５項目、N 病理

診断の１項目であった。 

令和２年度に年間実施件数 200 から 499

件の項目は計 21 項目であり、内訳は D 検

査の検体検査料 12項目、生体検査料７項目、

診断穿刺・検体検査料２項目であった。 

具体的な診療行為の項目は資料３に記載

する。 

３．臨床検査分野の関連団体ヒアリング

医科診療行為マスタと NDB オープンデータ

を突合した結果を踏まえ、保険収載されて

ように項目名の統合による変更の場合や記

載の整備によるものが含まれている。 
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いる医療技術に関し削除項目として提案す

るにあたりどのような基準をもって行って

いるかヒアリングを実施した。 

１）日本臨床検査振興協議会 診療報酬改定

小委員会のヒアリング結果 

一般社団法人 日本臨床検査振興協議会

は、組織体を形成する一般社団法人 日本臨

床検査薬協会、一般社団法人 日本衛生検査

所協会、一般社団法人 日本臨床衛生検査技

師会、一般社団法人 日本臨床検査専門医会、

一般社団法人 日本臨床検査医学会が協議

し合意を得た上で、日本臨床検査医学会か

ら検体検査に関連する医療技術評価提案の

提出をしている。 

結果としては大きく以下の３種類に分類

された。 

 検査/測定する際に使用する体外診断

用医薬品が製造販売終了等でなくな

り、今後も開発の見込みがない項目の

中で、臨床的な意義/有用性がほとん

どないと考えられる項目 

 有用な検査法が開発されるなど他の検

査法に代替もしくは集約等されること

により、その検査法（検査項目）自身

は医療現場においては既に実施されな

くなっており、臨床的な意義/有用性

がほとんどないと考えらえる項目 

 診療報酬点数表での算定留意事項等の

記載内容が重複している（いずれの項

目でも算定可能と読めるなど）ため、

記載整備的な観点から不要と考えられ

る項目 

いずれの場合も、検査件数が少ないこと

だけで削除候補とすることはなく、その検

査の臨床的意義/有用性を検討し、医療への

影響を考慮して提案がなされていた。 

ただし、二つ目のケース（他の検査法に代

替えもしくは集約等する場合）として意見

だしするにあたっては、検査件数が未だ多

い場合（臨床的意義は低くなっているもの

の慣例的に実施が継続している）もあるた

め、ガイドラインの改訂や文献的考察に基

づく学会声明の発出など関連学会との意見

調整、製造業者等関連する団体との連携が

必要となるとのことであった。 

また、臨床的有用性が高い項目は、製造業

者から販売停止の申し出が出た段階で販売

の継続や新たな検査試薬の開発を促し、検

査の継続ができるように産官学の連携が望

まれるとのことであった。 

２）日本臨床衛生検査技師 診療報酬委員会

のヒアリング結果 

ヒアリング対象とする分野の職能団体と

して単独で医療技術評価に係る要望書の提

出を行っている一般社団法人 日本臨床衛

生検査技師会に対し、日本臨床検査振興協

議会としてとりまとめる意見の他、削除項

目としての提案にあたる意見を伺った結果、

保険収載されている医療技術に関し削除項

目として提案するにあたっては、いずれも

同理由であった。 

 

Ｄ. 考察  

本研究によって、医科診療行為マスタに

存在しているのに NDB オープンデータに存

在していない項目に加え、算定件数が大き

く減った項目や 10 件未満の算定に限られ

ている項目等がある実態を踏まえた上で、

臨床検査の分野において、患者データに基

づかないその分野を担当する関係者のご意

見について確認することができた。 

結果として臨床検査の分野においては、

保険収載されている医療技術に関し削除項

目として提案するにあたり、いずれの場合

でも、外的にもたらされた影響を受けた項

目において、関連する団体や学会との程度

の違いはあるにせよ意見調整がなされたう

えで提案が行われていると考えられる。こ

れは他分野でも同様なことが入れるのでは

ないかと推察する。 

他方、臨床検査の分野においては、臨床的

有用性が高い項目は、製造業者から販売停

止の申し出が出された段階で販売の継続や

2-4



新たな検査試薬の開発を促し、検査の継続

ができるよう産官学の連携が望ましいと考

える。 

 

Ｅ. 結論  

NDB オープンデータと医科診療行為マス

タを用い、医科診療行為マスタに存在して

いるのに NDB オープンデータに存在しない、

もしくは算定件数が大きく減った項目や 10

件未満の算定に限られている項目等を抽出

し、実態を把握する方法は医療技術の再評

価を行うための一つの指標として有効であ

ることが示唆された。 

加えて、医療技術に関する項目に関連あ

る団体の協力を得ることでヒアリングを行

い、医療技術の再評価を行う仕組みは臨床

検査の分野においても有効であることが示

唆された。 

これらより、上記方法は恒常的かつ広域

的な手法として医療技術再評価の策定規準

案として提示する一つの方法となりえると

考えられ、今後は今回検討していない医科

診療報酬の診療科について、関連する職能

団体の協力を得るなどして、保険収掲され

ている医療技術の再評価方法を策定するた

めの研究を継続して進めていく必要がある。 

Ｆ. 健康危険情報 なし  

Ｇ. 研究発表 なし 

Ｈ. 論文発表 なし 

Ｉ. 知的財産権の出願・登録状況 (予定

を含む)  

1. 特許取得 なし  

2. 実用新案登録 なし  

3. その他 なし  
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（資料　1）

平成18年度から平成26年度診療報酬改定に、日本臨床検査医学会ならびに日本臨床検査専門医会から廃止または減点が提案された検査項目

検査項目 提案内容 H18年度 H20年度 H22年度 H24年度 H26年度

1 ヘモグロビンA１（HｂＡ１） 廃止 〇

2 凝固時間測定 廃止 〇

3 部分トロンボプラスミン時間測定 廃止 〇

4 アルブミン・グロブリン比測定 廃止 〇

5 フルクトサミン 廃止 〇

6 総脂質 廃止 〇

7 過酸化脂質 廃止 〇

8 ポールバンネル反応 廃止 〇

9 C反応性蛋白（CRP）定性 廃止 〇

10 アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン（HRT） 廃止 〇

11 ロゼット法によるリンパ球サブセット検査（項目数にかかわらず一連につき） 廃止 〇

12 βリポ蛋白 廃止 〇

13 モノアミンオキシダーゼ（MAO） 廃止 〇

14 T3接種率（T3 uptake）精密測定 廃止 〇

15 免疫抑制賛成蛋白（IAP） 廃止 〇

16 ヴィダール反応 廃止 〇

17 ナイアシンテスト 廃止 〇

18 尿ポルフィリン定性 廃止 〇

19 尿ビリルビン定量 廃止 〇 〇

20 尿ウロビリン定量 廃止 〇 〇

21 糞便中ウロビリノゲン 廃止 〇 〇

22 動的赤血球膜物性検査 廃止 〇 〇

23 全血凝固溶解時間 廃止 〇 〇

24 血清全プラスミン測定法（血清ＳＫ活性化プラスミン値） 廃止 〇 〇

25 17－ハイドロキシコルチコステロイド（17-ＯＨＣＳ） 廃止 〇 〇

26 る17－ケトステロイド（17-ＫＳ） 廃止 〇 〇

27 キシローゼ試験 廃止 〇 〇

28 尿中ポルフィリン症スクリーニングテスト 廃止 〇

29 クレアチニン（ヤッフェ法） 廃止 〇 〇

30 肺サーファクタント蛋白－Ａ（ＳＰ－Ａ）（羊水） 廃止 〇

31 エステル型コレステロール 廃止 〇

32 遊離脂肪酸 廃止 〇

33 前立腺酸ホスファターゼ 廃止 〇

34 不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）（ＲＩＡ法） 廃止 〇

35 総鉄結合能（ＴＩＢＣ）（ＲＩＡ法） 廃止 〇

36 カタラーゼ 廃止 〇

37 シスチンアミノペプチダーゼ（ＣＡＰ） 廃止 〇

38 溶連菌エステラーゼ抗体（ＡＳＥ） 廃止 〇

39 リウマトイド因子（ＲＦ）半定量 廃止 〇

40 ＬＥテスト定性 廃止 〇

41 プロトロンビン時間測定（増点）、トロンボテスト（減点） 増点・減点 〇 〇

作成：日本臨床検査振興協議会診療報酬改定小委員会
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